
 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例（以下「条例」という。）第６条の

規定による届出がありましたので、条例第７条の規定により、当該届出書の内容を公告し、

公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該届出書の内容については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１週間を経

過する日までの間に、市長に意見書を提出することができます。 

  令和４年１１月１４日 

                            京都市長 門川 大作   

１ 条例第６条において規定する開発事業者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所

在地 

  大和ハウス工業株式会社 常務執行役員 本店長 能村 盛隆  

大阪市北区梅田三丁目３番５号 

西日本鉄道株式会社 代表取締役 林田 浩一 

福岡市博多駅前三丁目５番７号 

株式会社ＮＩＰＰＯ 代表取締役社長 吉川 芳和 

東京都中央区京橋一丁目１９番１１号 

総合地所株式会社 代表取締役社長 関岡 桂二郎 

東京都港区芝二丁目３１番１９号 

ミサワホーム株式会社 代表取締役 作尾 徹也 

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 

２ 開発事業に係る区域の土地の地名及び地番並びに面積 

京都市左京区松ヶ崎横縄手町８番１、松ヶ崎堂ノ上町７番１、松ヶ崎泉川町７番１、

松ヶ崎三反長町１３番 

  ２２，８１９.８１平方メートル 

３ 開発構想における主な用途 

共同住宅、物品販売業を営む店舗 

４ 縦覧場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市都市計画局都市企画部都市計画課 

５ 縦覧期間及び時間 

  令和４年１１月１４日から同年同月２８日まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の

祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

  午前８時４５分から午後５時３０分まで（ただし、正午から午後１時までを除く。） 



６ 条例第９条第１項に規定する意見書の提出期限 

  令和４年１１月１４日から同年１２月５日まで 

 (注) 上記意見書を提出しようとする者は、条例施行規則第８条に規定する事項を記載し

た文書を、〒６０４－８５７１京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地、

京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 

                        （都市計画局都市企画部都市計画課） 


